
●

●

●

初診日から1年6か月経過した日又は、それまでに治った場合には治った日 

（２）年金額等

年金生活者支援給付金（障害）の金額及び支給要件は次
の通りです。
＜障害基礎年金　1級受給者＞6,275円
＜障害基礎年金　2級受給者＞5,020円
○障害基礎年金の受給権者であること
※旧法国民年金、旧法厚生年金、旧法船員保険、旧法共
済各法の障害年金、その他の障害を支給事由とする年金
であって政令で定めるものを含みます。
○前年（1月～9月分の支援給付金については前々年）の
所得額が、4,721,000円＋扶養親族等の人数×38万円以
下であること。
※生計同一配偶者（70歳以上の者に限る）又は老人扶養
親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳
未満の扶養親族の場合は63万円となります。

以下の条件に該当した場合は不該当（不支給）となりま
す。
○日本国内に住所を有していないとき
○障害基礎年金の全額につき、その支給が停止されてい
るとき
○所得要件に該当しなくなったとき
○刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁さ
れているとき
○少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき

年金事務所
(73頁参照)

※②第3号は
年金事務所

国民年金第1号、
第3号被保険者期
間中の初診

③ 喪失後60歳以上
65歳未満の日本
居住中の初診

その他（詳細はお
問い合わせくださ
い）

20歳前の未加入
の初診

（注２）

　　　　　　～S31.4.1　 1,036,625円

　　　　　　～S31.4.1  　 829,300円

（その症状が固定し、治療効果が期待できない状態に至った日を含む。）
（注3）

＜2級＞　S31.4.2～　   831,700円

④

①＜1級＞　S31.4.2～　1,039,625円 市町村役場

②

１ 年金制度

　公的年金制度に加入している期間中等に初診日のある傷病等により障害者になった場合に年金、手当金
（一時金）が支給されます。

次の①～③に該当する場合に支給されます。
① 初診日（注1）においていずれかにあてはまる者

国民年金・厚生年金保険の被保険者である者
被保険者であった者で日本に住む60歳以上65歳未満の者
20歳未満の者

② 障害認定日（注2）の障害の程度が1級または2級（障害厚生年金は3級まで）の者（注3）

（1）受給要件

なお、障害認定日では障害等級に該当していなくても、その後、65歳になるまでに該当すれば 請求す
ることができます。

③ 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料の納付済期間と免除
期間等を合わせて2／3以上あること。
なお、初診日が令和8年3月31日までの間にあるときは初診日の属する月の前々月までの 1年間に保
険料の未納期間がなければよいことになっています。（65歳未満に限る）

障害の原因となった病気やケガについて初めて医師又は、歯科医師の診療を受けた日

国民年金・厚生年金保険法施行令別表で定められた等級で、身体障害者手帳の等級とは異なります。

国
民
年
金

年金生活者支援
給付金（障害）

（注１）

(71頁参照)

備　　考種　　類 内　　　　容 問い合わせ先

1子・2子各年額　　239,300円

3子以降各年額　　  79,800円

　生計を維持する18歳到達年度の末日までの間に
ある子または20歳未満で1級又は2級の障害の状態
にある子がいる場合に加算されます。

（　④　）

障害基礎年金

年金事務所

(73頁参照)

（①～③）

13. 年金、手当、扶養共済、福祉資金貸付の制度
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※　年金額は令和７年度の額ですが、経過措置により適用される率等が異なることがあります。

※　本表の1級、2級、3級は身体障害者手帳の等級とは異なります。

※　20歳前の障害による障害基礎年金には納付の要件はありませんが、本人の所得により、支給に制限があります。

２　手当等制度

　手当月額は　令和７年度 29,590円（物価スライドにより改定される場合あり）

　手当月額は　令和７年度 16,100円（物価スライドにより改定される場合あり）

重度又は中度の障害のある20歳未満の児童を養育する方に支給されます。

※1級障害：身体障害者手帳1～2級又は療育手帳A程度

2級障害：

町村域：

※（注）　認定には原則として、診断書が必要です。

＜2級＞ ○

○ 被保険者期間中
に初診日があるこ
と。

内　　　　容 問い合わせ先 備　　考

 最低保障額　　～S31.4.1　1,244,000円

 最低保障額　　S31.4.2～　623,800円

 最低保障額　　S31.4.2～　1,247,600円

 最低保障額　　～S31.4.1　622,000円

2級　45,480円（月）

1級又は2級の障
害の状態にあると
きは、同時に障害
基礎年金が支給さ
れます。（65歳以
上の初診は除く）

報酬比例の年金額＋配偶者加給年金額＋障害基礎年金
額                     （配偶者加給年金額 239,300円）

＜3級＞

報酬比例の年金額

支給額

被保険者期間の
月数が300月（25
年）に満たないと
きは、300月として
報酬比例の年金
額が計算されま
す。

○ 昭和61年3月以前
に国民年金任意
加入対象者であっ
た被用者年金制
度等の加入者等
の配偶者

平成3年3月以前
に国民年金任意
加入対象であった
学生

請求窓口

住所地の
市町村役場
(71頁参照)

市福祉事務所
町村役場

(71頁参照)

児童扶養手当 ひとり親家庭の児童又は父若しくは母が重度障害の状態にある家庭の児童を養育し
ている父母又は父母に代わって児童を養育している者に支給されます。

　手当月額　　所得に応じた段階制（所得制限あり）
児童 第1子　      　11,010円～46,690円（令和7年4月1日以降）

第2子以降　    5,520円～11,030円を加算（同上）

※ 公的年金を受給されている方は年金額が児童扶養手当額より低い場合、その
差額分の児童扶養手当を受給できます。ただし、障害基礎年金等を受給されて
いる方は障害基礎年金等の子加算部分の額が、児童扶養手当額より低い場
合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

府家庭・青少年支援課

TEL 075-414-4585

特別児童扶養手当 市福祉事務所
町村役場

(71頁参照)

府家庭・青少年支援課
TEL 075-414-4585

身体障害者手帳3級及び4級の一部又は療育手帳Ｂの一部程度
（診断書による）

　手当月額（所得制限あり）
1級障害の児童1人につき　　56,800円（令和7年4月1日以降）
2級障害の児童1人につき     37,830円（同上）

平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学
生、又は昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象で
あった被用者年金制度（厚生年金保険、共済組合等）の
加入者等の配偶者であって、当時、任意加入していな
かった期間内に初診日があり現在、障害基礎年金1級、2
級相当の障害に該当する方に支給されます。

○

障害児福祉手当 身体又は精神（知的障害を含む）に重度の障害があるため日常生活において常時
介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給されます。

市福祉事務所
保健所福祉課

(71頁参照)

府障害者支援課
TEL 075-414-4732

※ただし、障害児本人、その配偶者又は障害児の扶養義務者の前年の所得が一定
以上ある場合は、支給が停止されます。

名　　称 内　　　　容 問い合わせ先

特別障害者手当 身体又は精神（知的障害を含む）の重度の障害が2つ以上重複する等により、日常
生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給さ
れます。

市福祉事務所
保健所福祉課

(71頁参照)

府障害者支援課
TEL 075-414-4732

※ただし、障害者本人、その配偶者又は障害者の扶養義務者の前年の所得が
一定以上ある場合は、支給が停止されます。

1級　56,850円（月）

詳細は年金事務所
(73頁参照)

特
別
障
害
給
付
制
度

特別障害給付金

○

厚
生
年
金
保
険

（
船
員
保
険
の
職
務
外
を
含
む

）

障害厚生年金 ＜1級＞

障害手当金
（一時金）

報酬比例の年金額×2 ○ 初診日から５年以
内に治り、軽い障
害が残ったときに
支給されます。

年金事務所
(73頁参照)報酬比例の年金額×1.25＋配偶者加給年金額＋障害基

礎年金額　　 　　　　（配偶者加給年金額 239,300円）

種　　類
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老齢基礎年金等の公的年金（月額20,000円以上）を受けていないこと。

３　心身障害者扶養共済制度

・・・ 2口目まで加入できます。（加入時の年齢により掛金は違います。）
・・・

・・・ 1口月額　20,000円　（2口月額　40,000円）
・・・ 各市町村福祉担当課（パンフレット等を用意しています。）

４　生活福祉資金の貸付概要 （実施主体：京都府社会福祉協議会　　TEL 075-252-6293）
（問い合わせ先：市区町村社会福祉協議会）

　他法・他制度が優先適用されることになります。
　生活福祉資金の貸付に当たっては他法・他制度の利用が困難な世帯への貸付となります。

　なお、貸付には審査があります。審査の結果、御希望に添えない場合もあります。

　　※　据置期間中は無利子

10年以内

据置期間 償還期限 備　　考

府障害者支援課　　TEL 075-414-4599

日本政策金融公庫などで借入ができる場合は、そちらが
優先

貸付限度額
（円）

貸付利子

（問い合わせ先）

問い合わせ先

在日外国人重度障害
者特別給付金

福
　
祉
　
資
　
金

　障害者世帯（身体障害者、知的障害者、精神障害者の手帳の交付を受けた者の属する世帯）で所得水準
が生活保護基準の2.5倍以内の世帯に対して必要な資金の貸付と相談支援を行い、安定した生活を送れる
ようにすることを目的としています。

　借入申込に当たっては、資金種類等で別に定める貸付条件がありますので、詳細については窓口で御相
談ください。（京都市内在住者を含む。）

（掛金の減免） 生活保護世帯、前年度市町村民税所得割非課税世帯等の加入者については、1
口目の掛金が免除されます。

（給付金）

（掛金）

　心身障害児・者の保護者を加入者とし一定の掛金を納めていただき、加入者が死亡又は重度障害になっ
た場合、心身障害児・者に終身給付金を支給することにより、心身障害児・者の将来の生活の安定と福祉
の向上を図ろうとする制度です。

名　　称 内　　　　容

給付月額は20,000円。（公的年金の受給月額が20,000円未満の場合、本給付
金20,000円（月額）との差額を支給）なお、所得制限等があります。

国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日（基準日）前に20歳に達していた
等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない重度の障害のある在日外
国人に給付されます。

保健所福祉課
(71頁参照)

府障害者支援課
TEL 075-414-4598

京都府制度の支給条件は、府内の市町村の住民基本台帳に記録されている外国人
又は外国人であった者のうち次に掲げる要件のすべてを満たす者。

（1） 基準日前に満20歳に達し、同日において日本国内に外国人登録をしていたこと。

（2） 重度障害（身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級）
のある者

（3） 基準日前に重度障害者であった者又は同日以後に重度障害者となった者で、
その障害の発生原因となった傷病に係る初診日が基準日前に属すること。

（4）

（5）

8年以内
技能習得する期間により貸付月額等を積算のうえ貸付額
を決定する（要相談）

緊急小口資金 100,000

2,500,000

自動車購入 2,500,000

療養・介護等

8年以内
排気量は1,600cc（ディーゼル車は1,800cc）以内のもの
で、諸経費を含む購入額は2,500,000円以内また、買替の
場合は8年以上経過していること

中国残留邦人等
5,136,000

福祉用具購入 1,700,000 8年以内

5年以内
「介護サービス受給期間及び障害福祉サービス受給期間
が1年を超え1年6ヶ月以内であって、世帯の自立のため
に必要とみとめられるとき」の貸付限度額は2,300,000円

7年以内

1,700,000

措置期間の設定等、特例の取扱あり

無利子 2月以内 1年以内

転宅

支度

国民年金追納

災害援護 1,500,000

冠婚葬祭

500,000 3年以内

生業 4,600,000

連帯保証
人を立てる
場合無利

子

3月以内

住宅

10年以内

連帯保証
人がいな
い場合年

1.5％

一般福祉

7年以内

技能習得 5,800,000

資金の種類
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